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土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
立
川
三
・
四
・
十
七
号
沿
道
整
備
街
路
事

業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

施
行
者
の
住
所
及
び
氏
名

武
蔵
村
山
市
本
町
一
丁
目
一
番
地
の
一　

武
蔵
村
山
市

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三　

施
行
地
区

武
蔵
村
山
市
榎
二
丁
目
及
び
大
南
一
丁
目
の
各
一
部

四　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

立
川
三
・
四
・
十
七
号
沿
道
整
備
街
路
事
業

五　

事
務
所
の
所
在
地

武
蔵
村
山
市
本
町
一
丁
目
一
番
地
の
一

六　

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

七　

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八　

公
告
の
方
法

事
務
所
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二

百
号
）
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
屋
外
広
告
物
（
以
下
「
広
告

物
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
、
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
（
以

下
「
掲
出
物
件
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
場
合
で
、
規
則
別
表
第

二
の
十
三
の
項
中
欄
に
定
め
る
禁
止
事
項
二
か
ら
四
ま
で
に
抵
触
せ

ず
、
か
つ
、
表
示
面
積
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
（
以
下
「
広
告
物
等
」
と
い
う
。
）
の
表
示

面
積
を
含
む
。
）
の
合
計
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
学
校
及
び
病
院

に
係
る
広
告
物
等
に
つ
い
て
は
、
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
あ

る
と
き
。

　
　

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
小
平
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
平
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
平
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
小
平
第
一
号

小
川
駅
西
口
地
下
自
転
車
駐
車
場

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
一

年
六
月
三
十
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

な
し

使
用
の
部
分

　

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
号

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規

則
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項

第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
九
号
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る

区
域
に
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第

百
号
）
第
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
屋
外
広
告
物
（
以
下
「
広
告

物
」
と
い
う
。
）
を
表
示
し
、
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
（
以

下
「
掲
出
物
件
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
場
合
で
、
規
則
別
表
第

二
の
十
三
の
項
中
欄
に
定
め
る
禁
止
事
項
二
か
ら
四
ま
で
に
抵
触
せ

ず
、
か
つ
、
同
項
下
欄
に
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
表
示
面

積
の
範
囲
内
で
あ
る
と
き
。

　
　

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
一
号

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規

則
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項

第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
九
号
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る

区
域
に
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
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三　

変
更
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

一　

路
線
名　
　
　

調
布
経
堂
停
車
場

二　

変
更
の
区
間　

�

世
田
谷
区
上
祖
師
谷
五
丁
目
千
百
八
番
六
十
地

内
か
ら
同
所
千
九
番
四
地
内
ま
で

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

四
一
二
・
五
〇
メ
　

ト
ル

六
　

〇
一
九
・
〇
六
平
方
メ
　

ト
ル

一

般

国

道

面

積

延

長

編

入

区

域

特

別

区

道

都

道

　
　

　
計

画

線

区域変更箇所

調布市

入間町一丁目

入間町二丁目

入間町
三丁目

若葉町
三丁目

若葉町
一丁目 若葉町

二丁目

東つつじケ丘
三丁目

仙
川

緑ケ丘
　一丁目

北野四丁目

給田五丁目

給田
　四丁目

北烏山
九丁目

北烏山
六丁目

仙川町
一丁目

仙川町
二丁目

給田一丁目

給田二丁目

給田
三丁目

上祖師谷
　一丁目

上祖師谷
　二丁目

上
　六丁目上祖師谷

　七丁目

上祖師谷
　五丁目

上
四丁目

上祖師谷
　三丁目

成城九丁目

成城
八丁目

成城七丁目

祖師谷
六丁目

南烏山

世田谷区

祖師谷
四丁目

祖師谷
五丁目

粕谷
三丁目

粕谷
四丁目

南烏山
二丁目

南烏山
四丁目

世
田
谷
区
上
祖
師
谷
五
丁
目
地
内

都
道
調
布
経
堂
停
車
場
線
区
域
変
更
略
図

別
　
図

上祖師谷四丁目

世田谷区

1
5.
00

上祖師谷五丁目

世田谷区

A'

A

三鷹市
中原
一丁目

一
一
〇
七
の
三

一
一
〇
八
の
一
九

一
一
〇
八
の
六
〇

一
一
一
三
の
二
六

一
一
五
三
の
一
〇

一
般
国
道
二
十
号世田谷三鷹線

至下高井戸

至新宿

至
調
布

至国領町

都
道
武
蔵
野
狛
江
線

せんがわ

ちとせ

からすやま

都道

場線

経堂 停車

調布

京王線

都道調布経堂停車場線

五丁目

ー
ー

・

市

道、

至
新
川

至
新
川

至経堂

至
元
和
泉

仙川町
三丁目

南烏山
六丁目

場線

野川

緑ケ丘
二丁目

都道

都道調布経堂 停車

祖師谷

祖師谷

至経堂
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上祖師谷五丁目

世田谷区

上祖師谷四丁目

世田谷区

上祖師谷五丁目

世田谷区

入間町一丁目

調布市

上祖師谷四丁目

世田谷区

A

A'

一
〇
一
二
の
六
七

一
一
〇
〇
の
一
一

一
一
一
六
の
八

一
一
一
六
の
六

一
一
二
二
の
三
六

一
一
二
二
の
三
七

一
〇
〇
九
の
四

三
五
の
五
八

一
一
二
五
の
一
四

三
六
の
四
五

都道調布経堂停車場線

都道調布経堂停車場線

二
四
の
一
四

三
六
の
一

若葉町二丁目

調布市

15
.5
7

1 5
.6
8

至松原通り

B

B'

1
5.
00

B

B'
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二　

指
定
す
る
区
間　

�

大
田
区
鵜
の
木
一
丁
目
四
百
七
十
番
一
地
先

か
ら
同
区
北
嶺
町
四
十
六
番
二
十
二
地
先
ま

で

三　

指
定
の
概
要　
　

別
図
表
示
の
と
お
り

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　
　

都
道
環
状
八
号
線

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

指定箇所

別
　
図

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
略
図

都
道
環
状
八
号
線

都
　
　
道

特
別
区
道

指
定
区
間

大
田
区
鵜
の
木
一
丁
目
～
北
嶺
町

（
電
線
共
同
溝
予
定
名
称
　
環
状
八
号
・
十
六
号
）

　
延
長 

一
、
三
九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

お
ん
た
け
さ
ん

く
が
は
ら

う
の
き 至
 蒲

田

至
 五

反
田

都
道
環
状
八
号
線

至
 田

園
調
布

至
 
蒲
田

至
 蒲

田

都
道
大
田
調
布
線東
急
多
摩
川
線

至
 多

摩
川

ＪＲ東海道新幹線・横須賀線

至 武
蔵小杉

至 品
川

鵜の木
一丁目

南久が原
二丁目

鵜の木
三丁目

田園調布南

西嶺町

東嶺町

田園調布本町

北嶺町

久が原
三丁目

南久が原
一丁目

東
急
池
上
線

大田区

西嶺町

九
二
の
一

八
九
の
三
三

九
二
の
三
〇

九
六
の
二
七

東嶺町

八
九
の
五

九
七
の
七
一

九
七
の
三

一
三
二
の
一

九
六
の
一
二

一
三
二
の
六

一
三
五
の
四
九

二
九
七
の
一

二
四
九
の
二

二
四
九
の
二
〇

一
九
四
の
三

四
七
七
の
六

一
八
一
の
一
二

九
七
の
九

九
八
の
一
二

九
八
の
一
四

一
一
一
の
二
六

一
一
一
の
一
〇

一
三
六
の
一

二
〇
二
の
二

二
〇
〇
の
六

一
四
三
の
三

一
八
七
の
二
一

一
七
〇
の
四

一
八
三
の
三

四
七
二
の
八

四
七
一
の
一

四
七
〇
の
一

2
5
.
00

九
二
の
二
二

一
三
七
の
一
三

一
三
七
の
三
三

一
四
二
の
二
七

一
四
二
の
二
八

一
四
三
の
二

一
三
五
の
七
六

一
四
四
の
三

大田区

西嶺町

東嶺町
南久が原二丁目

大田区

鵜の木一丁目

都道環状八号線 2
5
.
00

都道東京丸子横浜線

至
 下

丸
子

至
 玉

堤

至 小
杉町

至
 東

雪
谷

南雪谷四丁目

一
八
八
の
四

一
七
〇
の
八

B

B'

都道環状八号線

A

A'

A

A'

至　蒲田

久が原
一丁目

鵜の木
二丁目

田園調布
一丁目
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第
四
条　

審
査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な

る
。 

（
委
員
の
除
斥
）

第
五
条　

議
事
に
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
は
、
そ
の
議
事

に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
会
議
の
非
公
開
）

第
六
条　

審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
し
な
い
。

（
参
考
人
の
出
席
）

第
七
条　

審
査
会
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の

会
議
に
、
専
門
的
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
教
育
関

係
職
員
そ
の
他
の
参
考
人
に
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
又
は
説
明

を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
八
条　

審
査
会
の
庶
務
は
、
東
京
都
教
育
庁
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
会
長
へ
の
委
任
）

第
九
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
三
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
目
黒
区
第
十
七
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
九
支

部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
七
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都

大
田
区
第
二
十
一
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
世
田
谷
区
第
３
支
部
、

規
　
　
　
則
（
教
）

東
京
都
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

東
京
都
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則

東
京
都
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令

第
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

東
京
都
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
「
以
下
「
審
査
会
」

と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条　

審
査
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
委
員
）

第
三
条　

省
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に

関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。

一　

医
療
、
心
理
、
福
祉
又
は
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者

二　

そ
の
他
東
京
都
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者

２　

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

（
会
議
）

四
七
の
三

一
五
七
の
三
〇

五
七
の
六

五
六
の
二
一北嶺町

五
六
の
一
六

五
三
の
七

五
三
の
一
四

・
横
須
賀
線

至 品川

至 武蔵小杉

一
四
六
の
九

大田区

一
四
六
の
三
八

一
四
七
の
二

一
四
七
の
一
二

一
五
八
の
六

一
五
八
の
四

一
五
七
の
九

一
五
七
の
五

一
五
六
の
二
七

一
五
五
の
一
〇

一
五
四
の
二

八
六
の
一

田園調布本町

2
5
.
0
0

四
七
の
一

B

B'

四
六
の
二
三3

3
.
0
0

四
六
の
二
二

五
三
の
一
〇

八
九
の
四

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

都道環状八号線

至　田園調布
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を
「1,851,464

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「6,120,000

」
を
「7,410,000

」
に
、
「1,300,000

」
を

「2,590,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,590,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「2,302,813

」
を
「3,302,813

」
に
、
「1,943,200

」
を

「2,943,200

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「178,813

」

を
「1,178,813

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「1,800,000

」
を
「2,800,000

」
に
、
「1,300,000

」
を

「2,300,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,300,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
十
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「5,198,826

」
を
「6,338,826

」
に
、
「5,079,000

」
を

「6,219,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「194,651

」

を
「1,334,651

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「5,042,000

」
を
「6,182,000

」
に
、
「1,300,000

」
を

「2,440,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,440,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
荒
川
区
第
六
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「10,933,220

」
を
「11,493,220

」
に
、
「6,445,639

」
を

「7,005,639

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「5,152,959

」

を
「5,712,959

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「4,465,000

」
を
「5,025,000

」
に
、
「100,000

」
を

「660,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「100,000

」
を
「660,000

」
に
、
「町

田

市

」
を
「大

田
区

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
板
橋
区
第
二
十
四
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「6,667,811

」
を
「7,057,811

」
に
、
「6,240,685

」
を

市

」
を
「大

田
区

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
九
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「11,405,268

」
を
「11,805,268

」
に
、
「8,842,400

」
を

「9,242,400

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「3,873,776

」

を
「4,273,776

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「2,260,000

」
を
「2,660,000

」
に
、
「100,000

」
を

「500,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「100,000

」
を
「500,000

」
に
、
「町

田

市

」
を
「大

田
区

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
七
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「12,418,543

」
を
「13,528,543

」
に
、
「11,827,600

」
を

「12,937,600

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「12,269,338

」
を
「13,379,338

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「6,650,000

」
を
「7,760,000

」
に
、
「1,300,000

」

を
「2,410,000

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「4,011,278

」
を
「5,121,278

」
に
、
「166,727

」
を

「1,276,727

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,410,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
二
十
一
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「38,631,008
」
を
「39,951,008

」
に
、
「26,842,000

」
を

「28,162,000
」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「17,777,324

」
を
「19,097,324
」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「6,986,000

」
を
「8,306,000

」
に
、
「1,300,000

」

を
「2,620,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,620,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
世
田
谷
区
第
３
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「16,211,711

」
を
「17,501,711

」
に
、
「15,413,400

」
を

「16,703,400

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「561,464

」

自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並

区
第
二
十
二
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
荒
川
区
第
六
支
部
、
自
由

民
主
党
東
京
都
板
橋
区
第
二
十
四
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬

区
第
十
一
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
足
立
区
第
三
十
五
支
部
、
自

由
民
主
党
東
京
都
江
戸
川
区
第
四
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
八
王

子
市
第
二
十
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
三
支
部
、
自
由

民
主
党
東
京
都
北
多
摩
第
１
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
西
多
摩

第
二
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
南
多
摩
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京

都
島
嶼
支
部
及
び
都
議
会
自
由
民
主
党
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収

支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百

五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
三
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「8,266,451

」
を
「9,286,451

」
に
、
「5,895,209

」
を

「6,915,209

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,416,476

」

を
「2,436,476

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「5,870,000

」
を
「6,890,000

」
に
、
「3,600,000

」
を

「4,620,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,320,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
七
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「19,289,321

」
を
「19,509,321

」
に
、
「8,115,400

」
を

「8
,3
3
5
,4
0
0

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「11,461,285

」
を
「11,681,285

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「8,074,000

」
を
「8,294,000

」
に
、
「100,000

」
を

「320,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「100,000

」
を
「320,000

」
に
、
「町

田
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寄
附
の
総
額

250,000

　
　
　
政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

250,000

　
　
　
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

250,000

４　
寄
附
の
内
訳

（年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の

）

　

（寄
附
者

）

　

（政
治
団
体
か
ら
の
寄

　
附

）

（金
額

）

（事
務
所
の
所

在
地

）

円

　
都
議
会
自
由
民
主
党

250,000
大
田
区

自
由
民
主
党
東
京
都
西
多
摩
第
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「16,580,000

」
を
「17,650,000

」
に
、
「1,300,000

」
を

「2
,3
7
0
,0
0
0

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「14,840,000

」
を
「15,910,000

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,370,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄

附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」

を
「2,370,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
南
多
摩
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「9,977,292

」
を
「10,627,292

」
に
、
「4,544,000

」
を

「5,194,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「3,892,692

」

を
「4,542,692

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「1,610,000

」
を
「2,260,000

」
に
、
「190,000

」
を

「840,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中

「

小
礒　

明
1,000,000

多
摩
市

」
を

「

小
礒　

明
1,000,000

多
摩
市

（政
治
団
体
か
ら
の

寄
附

）

（金
額

）

（事
務
所
の
所

在
地

）

に
改

円

都
議
会
自
由
民
主
党

650,000
大
田
区

」

め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「4,690,000

」
を

「5,250,000

」
に
、
「1,300,000

」
を
「1,860,000

」
に
改
め
、
同

部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「1,300,000

」
を
「1,860,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
八
王
子
市
第
二
十
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「22,946,769

」
を
「23,966,769

」
に
、
「12,865,845

」
を

「13,885,845

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「10,685,168

」
を
「11,705,168

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「7,101,000

」
を
「8,121,000

」
に
、
「2,972,000

」

を
「3,032,000

」
に
、
「1,300,000

」
を
「2,260,000

」
に
改
め
、

同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

㈱
イ
シ
イ
サ
ー
ビ
ス

120,000
八
王
子
市

」
を

「

㈱
イ
シ
イ
サ
ー
ビ
ス

180,000
八
王
子
市

」
に
、

「1,300,000

」
を
「2,260,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
三
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「21,286,462

」
を
「22,746,462

」
に
、
「19,905,000

」
を

「21,365,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「2,166,508
」
を
「3,626,508

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「18,490,000
」
を
「19,950,000

」
に
、
「1,300,000

」

を
「2,760,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000

」
を
「2,760,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
北
多
摩
第
１
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中「１　
収
入
総
額

12,426

」
を

「１　
収
入
総
額

262,426

」
に
、

「0

」
を
「250,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「12,426

」
を
「262,426

」
に
改
め
、
同
部
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　
本
年
収
入
の
内
訳

「6,630,685

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「92,541

」
を

「482,541

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「5,240,685

」
を
「5,630,685

」
に
、
「100,000

」
を

「490,000
」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中

「

都
議
会
自
由
民
主
党

100,000
町
田
市

」
を

「

都
議
会
自
由
民
主
党

　
490,000

大
田
区

」
に
改

め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬
区
第
十
一
支
部
の
部
２
支
出
総
額
の
項

中
「7,387,063

」
を
「6,077,063

」
に
、
「46,641

」
を

「1,356,641

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「4,834,875

」
を
「3,524,875

」
に
、
「3,647,531

」
を

「2,582,500

」
に
、
「784,969

」
を
「540,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
足
立
区
第
三
十
五
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「13,558,214

」
を
「13,928,214

」
に
、
「13,079,000

」
を

「13,449,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「12,884

」

を
「382,884

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「7,851,000

」
を
「8,221,000

」
に
、
「100,000

」
を

「470,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中

「

都
議
会
自
由
民
主
党

100,000
町
田
市

」
を

「

都
議
会
自
由
民
主
党

　

470,000
大
田
区

」
に
改

め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
江
戸
川
区
第
四
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「5,590,000

」
を
「6,150,000

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の

項
中

「

（翌
年
へ
の
繰
越
額

）

0

」
を

「

（翌
年
へ
の
繰
越
額

）

560,000

」
に
改
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自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
十
二
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都

荒
川
区
第
六
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
板
橋
区
第
二
十
四
支
部
、

自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬
区
第
十
一
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
足

立
区
第
三
十
五
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
江
戸
川
区
第
四
支
部
、

自
由
民
主
党
東
京
都
八
王
子
市
第
二
十
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都

町
田
市
第
三
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
北
多
摩
第
１
区
支
部
、
自

由
民
主
党
東
京
都
西
多
摩
第
二
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
南
多
摩

支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
島
嶼
支
部
及
び
都
議
会
自
由
民
主
党
か

ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
三
年
東
京
都
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
三
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「8,698,077

」
を
「9,718,077

」
に
、
「1,416,476

」
を

「2,436,476

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,665,096

」

を
「2,685,096

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
七
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「14,159,885

」
を
「14,379,885

」
に
、
「11,461,285

」
を

「11,681,285

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「13,064,853

」
を
「13,284,853

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
九
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「12,697,576

」
を
「13,097,576

」
に
、
「3,873,776

」
を

「4,273,776

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「8,312,334

」

を
「8,712,334

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
二
十
一
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「40,374,324

」
を
「41,694,324

」
に
、
「17,777,324

」
を

（個
人
か
ら
の
寄
附

）

（金
額

）

（住
所

）

に
、

円

土
屋　
文
子

300,000
練
馬
区

」

「

自
由
民
主
党
東
京
都
第

十
七
選
挙
区
支
部

600,000
葛
飾
区

を

自
由
民
主
党
東
京
都
第

二
十
一
選
挙
区
支
部

600,000
立
川
市

」

「

自
由
民
主
党
東
京
都
第

十
七
選
挙
区
支
部

600,000
葛
飾
区

」
に
改

め
、
同
部
６
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要
の
項
中
「63,060,000

」
を

「75,990,000

」
に
、
「3,153

」
を
「3,799

」
に
改
め
、
同
部
７
政

治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

東
京
都
管
工
事
工
業
協

同
組
合

500,000
港
区

」
を

「

東
京
都
管
工
事
工
業
協

同
組
合

500,000
港
区

に
、

和
田
商
事
株
式
会
社

460,000
新
宿
区

」

「
秋
元
司
後
援
会

600,000
江
東
区

を

自
由
民
主
党
東
京
都
第

五
選
挙
区
支
部

600,000
目
黒
区

」

「

秋
元
司
後
援
会

600,000
江
東
区

」
に
改

め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
三
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
目
黒
区
第
十
七
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
目
黒
区
第
十
九
支

部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
大
田
区
第
二
十
一
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
世
田
谷
区
第
３
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
支
部
、

め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
島
嶼
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「18,659,709

」
を
「20,549,709

」
に
、
「18,447,424

」
を

「20,337,424

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「2,369,211
」
を
「4,259,211

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「5,030,000
」
を
「6,920,000

」
に
、
「1,300,000

」
を

「3,190,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中
「1,300,000
」
を
「3,190,000

」
に
改
め
る
。

都
議
会
自
由
民
主
党
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「132,673,627

」

を
「145,303,627

」
に
、
「93,580,000
」
を
「106,210,000

」
に

改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「51,546,400

」
を

「69,286,400

」
に
、
「81,127,227

」
を
「76,017,227

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附
の
総
額

30,220,000

　
　
　
政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

30,220,000

　
　
　
　
個
人
か
ら
の
寄
附

300,000

　
　
　
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

29,920,000

　
　

�機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る

収
入

75,990,000

　
　
　

�東
京
都
議
会
自
由
民
主
党
飛
躍
の
つ
ど

い
75,990,000

都
議
会
自
由
民
主
党
の
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「51,178,376

」
を
「68,918,376

」
に
、
「32,800,000

」
を

「50,540,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

（寄
附
者

）

」
を

「

（寄
附
者

）
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本
年
収
入
額

2,300,000

自
由
民
主
党
東
京
都
西
多
摩
第
二
支
部
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「16,470,000

」
を
「18,040,000

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「1,800,000

」
を
「2,300,000

」
に
改
め
、
同
部
５
寄

附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「1,800,000

」

を
「2,300,000

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
南
多
摩
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「8,854,292

」
を
「9,504,292

」
に
、
「3,892,692

」
を

「4,542,692

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「4,991,142

」

を
「5,641,142

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
島
嶼
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「8,156,653

」
を
「10,046,653

」
に
、
「2,369,211

」
を

「4,259,211

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「2,304,533

」

を
「4,194,533

」
に
改
め
る
。

都
議
会
自
由
民
主
党
の
部
１
収
入
総
額
の
項
か
ら
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１　
収
入
総
額

96,677,227

　
　
前
年
繰
越
額

76,017,227

　
　
本
年
収
入
額

20,660,000

２　
支
出
総
額

49,297,625

　
　

（翌
年
へ
の
繰
越
額

）

47,379,602

３　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附
の
総
額

18,900,000

　
　
　
政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

18,900,000

　
　
　
　
個
人
か
ら
の
寄
附

600,000

　
　
　
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

18,300,000

　
　

�機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る

収
入

1,760,000

「382,884

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,144

」
を

「371,144

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
江
戸
川
区
第
四
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中「１　
収
入
総
額

5,095,200

を

　
　
前
年
繰
越
額

0

」

「１　
収
入
総
額

5,655,200

に
改

　
　
前
年
繰
越
額

560,000

」

め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「　
　

（翌
年
へ
の
繰
越
額

）

0

」
を

「　
　

（翌
年
へ
の
繰
越
額

）

560,000

」
に
改

め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
八
王
子
市
第
二
十
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「19,985,325

」
を
「21,005,325

」
に
、
「10,685,168

」
を

「11,705,168

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「9,795,325

」
を
「10,815,325

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
三
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「17,169,508
」
を
「18,629,508

」
に
、
「2,166,508

」
を

「3,626,508

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,381,898

」

を
「2,841,898

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
北
多
摩
第
１
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「1,012,426

」
を
「1,262,426

」
に
、
「12,426

」
を

「262,426

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,012,426

」

を
「1,262,426

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
西
多
摩
第
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１　
収
入
総
額

18,210,000

　
　
前
年
繰
越
額

15,910,000

「19,097,324

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「24,573,606

」
を
「25,893,606

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
世
田
谷
区
第
３
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「16,176,464
」
を
「17,466,464

」
に
、
「561,464

」
を

「1,851,464

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「953,164

」

を
「2,243,164

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「3,244,613

」
を
「4,244,613
」
に
、
「178,813

」
を

「1,178,813

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「181,415

」

を
「1,181,415

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
杉
並
区
第
二
十
二
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「5,232,851

」
を
「6,372,851

」
に
、
「194,651

」
を

「1,334,651

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「349
」
を

「1,140,349

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
荒
川
区
第
六
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「12,163,996

」
を
「12,723,996

」
に
、
「5,152,959

」
を

「5,712,959

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「6,130,314

」

を
「6,690,314

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
板
橋
区
第
二
十
四
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「11,480,057

」
を
「11,870,057

」
に
、
「92,541

」
を

「482,541

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「1,257,379

」

を
「1,647,379

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬
区
第
十
一
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「3,410,041

」
を
「4,720,041

」
に
、
「46,641

」
を

「1,356,641

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「10,359

」
を

「1,320,359

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
足
立
区
第
三
十
五
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「9,643,284

」
を
「10,013,284

」
に
、
「12,884

」
を
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殊
詐
欺
対
策
本
部
」
に
改
め
る
。

　
　
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）

　
　
　

�東
京
都
議
会
自
由
民
主
党
飛
躍
の
つ
ど

い
1,760,000

都
議
会
自
由
民
主
党
の
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「48,033,796

」
を
「48,533,796

」
に
、
「41,600,000

」
を

「42,100,000
」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

（寄
附
者

）

」
を

「

（寄
附
者

）

に
改

（個
人
か
ら
の
寄
附

）

（金
額

）

（住
所

）

円

松
島　

み
ど
り

600,000
墨
田
区

」

め
、
同
部
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６　
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要

　

（名
称

）

　

�東
京
都
議
会
自
由
民
主
党
飛
躍
の
つ
ど
い

（令
和
元
年
１
２

月
２
３
日
開
催
・
前
年
収
入
額
75,990,000円

）

（収
入
の
金
額

）

（支
払
を
し
た

者
の
数

）

（開
催
場
所

）

円
人

1,760,000
88

新
宿
区

７　
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳

　

（名
称

）

　
東
京
都
議
会
自
由
民
主
党
飛
躍
の
つ
ど
い

　

（支
払
者

）

　

�

（政
治
団
体
か
ら
の
対
価
の

支
払

）

（金
額

）

（事
務
所
の
所

在
地

）

円

自
由
民
主
党
東
京
都
第
五
選

挙
区
支
部

600,000
目
黒
区

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
25日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
47年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
29条

中
「
（
公
安
第
二
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

第
30条

第
１
号
中
「
極
左
活
動
に
随
伴
す
る
警
備
犯
罪
の
総
合
的

対
策
」
を
「
極
端
な
国
家
主
義
、
民
族
主
義
的
主
張
に
基
づ
く
暴
力

主
義
的
活
動
（
以
下
「
右
翼
活
動
」
と
い
う
。
）
に
係
る
警
備
情

報
」
に
改
め
、
同
条
第
２
号
中
「
労
働
紛
争
議
及
び
極
左
活
動
に
係

る
警
備
情
報
（
公
安
第
一
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
「
右
翼
活
動
に
随
伴
す
る
警
備
犯
罪
の
取
締
り
」
に
改
め
、
同
条

第
３
号
を
削
る
。

第
31条

第
１
号
中
「
極
端
な
国
家
主
義
、
民
族
主
義
的
主
張
に
基

づ
く
暴
力
主
義
的
活
動
（
以
下
「
右
翼
活
動
」
と
い
う
。
）
」
を

「
特
定
の
主
張
に
基
づ
く
比
較
的
小
規
模
な
集
団
又
は
個
人
（
外
国

人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
暴
力
主
義
的

活
動
（
極
左
活
動
及
び
右
翼
活
動
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
２
号
中
「
右
翼
活
動
」
を
「
特
定
の

主
張
に
基
づ
く
比
較
的
小
規
模
な
集
団
又
は
個
人
に
よ
る
暴
力
主
義

的
活
動
」
に
改
め
る
。

第
85条

第
２
項
中
「
特
殊
詐
欺
対
策
本
部
」
を
「
方
面
本
部
、
特

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

五
〇

六
、
六
〇
〇


